
◎国立研究開発法人科学技術振興機構法の一部を改正する法律 
（令和三年二月三日法律第二号）   

一、 提案理由（令和三年一月二六日・衆議院文部科学委員会） 

○萩生田国務大臣 この度、政府から提出いたしました国立研究開発法人科学技術振興

機構法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上

げます。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により経済が低迷する中にあっても、世界各国は科

学技術イノベーションへの投資の強化を計画しております。我が国としても、公的投資

による科学技術イノベーション活動への力強い下支えを行っていくことが不可欠であり、

その活動の中核となる大学への支援が重要であります。 

 この法律案は、このような観点から、我が国の大学の研究環境の整備を進めるため、

国立研究開発法人科学技術振興機構において、政府出資や長期借入れ等により調達した

資金を運用するとともに、大学に対し、国際的に卓越した科学技術に関する研究環境の

整備充実並びに優秀な若年の研究者の育成及び活躍の推進に資する活動に関する助成を

行う業務等を行うために必要な措置を講ずるものであります。 

 次に、この法律案の内容の概要について御説明申し上げます。 

 第一に、国立研究開発法人科学技術振興機構が、政府出資、財政融資資金借入れ、債

券発行等により資金を調達するために必要な措置を講ずることとしております。 

 第二に、調達した資金の運用方法として、金融商品取引業者との投資一任契約を活用

した信託等により、安全かつ効率的に行うこととしております。 

 第三に、国立研究開発法人科学技術振興機構は、大学に対する助成のために資金運用

を行うに当たり、文部科学大臣が定めた運用資産の構成の目標や資金の調達等に関する

基本指針に基づいて、資金運用の基本方針を作成し、文部科学大臣の許可を受けなけれ

ばならないこととしております。 

 第四に、国立研究開発法人科学技術振興機構に、資金運用を担当する理事を置き、金

融や資産運用等の専門家を充てるとともに、金融や資産運用等の学識経験者や実務経験

者により構成される運用・監視委員会を置くこととしております。 

 第五に、国立研究開発法人科学技術振興機構の業務として、国立大学から寄託された

業務上の余裕金の運用業務及び大学に対する研究環境の整備充実等に関する助成業務を

追加することとしております。 

 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御可決いただきますようによろしくお願いいたし

ます。 

 失礼しました。二ページの最後の行なんですけれども、文部科学大臣の認可を許可と

読み間違えたということでございますので、訂正させてください。 



 以上です。 

二、衆議院文部科学委員長報告（令和三年一月二六日） 

○左藤章君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、我が国の大学の研究環境の整備を進めるため、国立研究開発法人科学技術振

興機構において、政府出資や長期借入れ等により調達した資金を運用するとともに、大

学に対し、国際的に卓越した科学技術に関する研究環境の整備充実並びに優秀な若年の

研究者の育成及び活躍の推進に資する活動に関する助成業務を行うために必要な措置を

講じるもので、その主な内容は、 

 第一に、大学に対する助成業務及び国立大学寄託金運用業務を機構の業務に追加する

こと、 

 第二に、機構に資金運用を担当する理事を置き、金融、資産運用等の専門家を充てる

とともに、同分野の学識経験者、実務経験者から成る運用・監視委員会を設置すること、 

 第三に、助成業務に係る資金の運用に当たり、文部科学大臣は、運用資産の構成の目

標、資金の調達等に関する基本指針を定め、これに基づき、機構は、運用の基本方針を

作成し、文部科学大臣の認可を受けなければならないこと 

などであります。 

 本案は、昨二十五日本委員会に付託され、本日、萩生田文部科学大臣から趣旨の説明

を聴取した後、質疑を行い、討論、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年一月二六日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たっては、次の事項について特段の配慮をすべき

である。 

一 本法による大学に対する助成のための基金のような大規模かつ新たな仕組みを創設

する際、補正予算で計上する場合にはその緊要性を含め、国会において十分に審議が

できるよう努めること。 

二 本法による大学に対する助成のための基金の創設に伴い、これまで措置されてきた

運営費交付金や競争的研究費などの大学への資金が十分に確保されるよう、引き続き

大学の長期的、安定的な運営及び研究基盤構築のための財政措置を講ずること。 

三 国立大学法人から寄託された資金の運用及び大学に対する助成に関する資金の運用

については、その責任の所在を明確にするとともに、必要に応じて国会に対する説明

責任を果たす等情報公開に努めること。また、機構のガバナンス体制を強化し、運用

業務担当理事及び運用・監視委員に適切な人員を配置し、安全かつ効率的な運用が着

実に行える体制を構築すること。 



四 文部科学大臣が定める助成業務の基金の運用に関する基本指針については、運用開

始当初は運用益の相当割合を元本強化に充てるとともに、長期的な視点から安全かつ

効率的な運用が着実に行われるよう、有識者等の意見を踏まえた十分な検討の上で定

めること。また、助成対象となる大学の要件についても、世界レベルの研究基盤を構

築する観点から、公平性を担保しつつ、地方大学を含め、適切な大学に助成を行い、

多くの若手研究者に十分な資金を配分できるよう、有識者等の意見を踏まえた十分な

検討の上で定めること。 

三、参議院文教科学委員長報告（令和三年一月二八日） 

○太田房江君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会におけ

る審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、我が国の大学の研究環境の整備を進めるため、科学技術振興機構の業務

として、国立大学法人から寄託された業務上の余裕金の運用の業務並びに国際的に卓越

した科学技術に関する研究環境の整備充実及び優秀な若年の研究者の育成、活躍の推進

に資する活動に関し大学に対して行う助成の業務を追加する等の措置を講じようとする

ものであります。 

 委員会におきましては、大学ファンドを創設する理由、資金運用におけるリスク管理

の在り方、助成する大学の決定方法等について質疑が行われましたが、その詳細は会議

録によって御承知願いたいと存じます。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の吉良委員、れいわ新選組の舩

後委員よりそれぞれ反対の意見が述べられました。 

 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和三年一月二八日） 

 政府及び関係者は、本法の施行に当たり、次の事項について特段の配慮をすべきであ

る。 

一、本法による大学に対する助成のための基金のような大規模かつ新たな仕組みを創設

する際、補正予算で計上する場合にはその緊要性を含め、国会において十分に審議が

できるよう努めること。 

二、本法による大学に対する助成のための基金の創設に伴い、これまで措置されてきた

運営費交付金や競争的研究費などの大学への資金が十分に確保されるよう、引き続き

大学の長期的、安定的な運営及び研究基盤構築のための財政措置を講ずること。 

三、国立大学法人から寄託された資金の運用及び大学に対する助成に関する資金の運用

については、その責任の所在を明確にするとともに、必要に応じて国会に対する説明

責任を果たす等情報公開に努めること。また、機構のガバナンス体制を強化し、運用



業務担当理事及び運用・監視委員に適切な人員を配置し、安全かつ効率的な運用が着

実に行える体制を構築すること。 

四、文部科学大臣が定める助成業務の基金の運用に関する基本指針については、運用開

始当初は運用益の相当割合を元本強化に充てるとともに、長期的な視点から安全かつ

効率的な運用が着実に行われるよう、有識者等の意見を踏まえた十分な検討の上で定

めること。また、助成対象となる大学の要件についても、世界レベルの研究基盤を構

築する観点から、公平性を担保しつつ、地方大学を含め、適切な大学に助成を行い、

多くの若手研究者に十分な資金を配分できるよう、有識者等の意見を踏まえた十分な

検討の上で定めること。 

  右決議する。 


